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 続きまして、47ページからはその他の項目になります。 
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 48ページにありますとおり、その他の課題としては保険適用の期間が終了した 

後において、 

  

 患者の希望に基づき継続使用を行う場合における保険外併用療養費制度の活用

や、 

  

 医家向けプログラム医療機器であっても患者自身の健康管理に用いる場合など、

医師による管理が必ずしも必要ないものの活用について検討が必要でないかとさ

れております。 
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 49ページに、それぞれ考えられる課題を記載しております。 

 

 保険適用期間終了後などに患者の希望により継続使用する場合については、保険

診療の中で実施した場合は混合診療になりうる場合があるという課題。 

 

 また、医師による診療の一環ではなく、患者が用いる場合については、そうした

プログラム医療機器を患者が利用する手段が明確になっていないという課題があ

ると考えております。 
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 50ページのとおり、患者の希望に基づき、制限回数を超えて行われる医療機器に

ついては選定療養として実施可能となっております。 
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 また、51ページでございますが、医師による管理が必ずしも不要なものに関連 

して、 

  

 医家向けプログラム医療機器を家庭向けとして薬事承認する場合の考え方に 

ついて、今後、整理・公表することとされており、 

  

 患者自身の判断で利用する場合の手段については、家庭用への転用の考え方を 

通じて、今後、明確になっていくものと考えられます。 
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 52ページに、課題・論点をまとめております。 

 

 現行の選定療養の制度や、 

侵襲性の低いプログラム医療機器の特性を踏まえ、 

保険適用期間が終了した後に、 

患者の選択によって、 

患者が自ら使用するプログラム医療機器を用いた診療を継続する場合を 

選定療養に位置づけることについて、 

中医協総会に検討を求めることとしてはどうか。としております。 

 

 ここまでがプログラム医療機器のお話になります。 
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